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議 案 第 29 号  

 

令 和 ３ 年 度  日  田  市  一  般  会  計  予  算  

 

令 和 ３ 年 度 日 田 市 の 一 般 会 計 の 予 算 は 、 次 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 

 （ 歳 入 歳 出 予 算 ）  

第 １ 条  歳 入 歳 出 予 算 の 総 額 は 、 歳 入 歳 出 そ れ ぞ れ 38 , 1 2 1 , 1 6 9 千 円 と 定 め る 。  

２  歳 入 歳 出 予 算 の 款 項 の 区 分 及 び 当 該 区 分 ご と の 金 額 は 、「 第 1 表  歳 入 歳 出 予 算 」 に よ る 。  

（ 継 続 費 ）  

第 ２ 条  地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第 ２ １ ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 継 続 費 の 経 費 の 総 額  

及 び 年 割 額 は 、「 第 2 表  継 続 費 」 に よ る 。  

（ 債 務 負 担 行 為 ）  

第 ３ 条  地 方 自 治 法 第 ２ １ ４ 条 の 規 定 に よ り 債 務 を 負 担 す る 行 為 を す る こ と が で き る 事 項 、 期 間  

及 び 限 度 額 は 、「 第 3 表  債 務 負 担 行 為 」 に よ る 。  

（ 地 方 債 ）  

第 ４ 条  地 方 自 治 法 第 ２ ３ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 起 こ す こ と が で き る 地 方 債 の 起 債 の 目 的 、限 度  

額 、 起 債 の 方 法 、 利 率 及 び 償 還 の 方 法 は 、「 第 4 表  地 方 債 」 に よ る 。  

3 8 , 1 1 1 , 8 5 7 千 円  
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款 項

 1 寄附金 502,401

19 繰入金 1,020,761

1,021,373

 1 基金繰入金 1,019,274

1,019,886

 2 財産区繰入金 200

 3 特別会計繰入金 1,287

20 繰越金 200,000

 1 繰越金 200,000

21 諸収入 844,620

 1 延滞金・加算金及び過料 8,145

 2 市預金利子 4

 3 貸付金元利収入 268,090

 4 受託事業収入 35,304

 5 雑入 533,077

22 市債 4,646,400

4,655,100

 1 市債 4,646,400

4,655,100

38,111,857

38,121,169歳 入 合 計

金 額
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歳   出 (単位：千円)

款 項

 1 議会費 255,790

 1 議会費 255,790

 2 総務費 4,289,705

 1 総務管理費 3,639,754

 2 徴税費 299,903

 3 戸籍住民基本台帳費 226,374

 4 選挙費 69,838

 5 統計調査費 15,485

 6 監査委員費 38,351

12,899,904

 3 民生費 12,909,216

 1 社会福祉費 3,409,876

 2 老人福祉費 2,691,714

2,701,026

 3 児童福祉費 5,292,957

 4 生活保護費 1,464,899

 5 災害救助費 40,458

 4 衛生費 3,205,867

 1 保健衛生費 1,353,425

金 額
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10 教育費 4,394,385

 1 教育総務費 736,187

 2 小学校費 593,237

 3 中学校費 545,967

 4 社会教育費 1,551,727

 5 保健体育費 967,267

11 災害復旧費 1,512,914

 1 農林水産施設災害復旧費 627,777

 2 公共土木施設災害復旧費 880,630

3 その他公共施設災害復旧費 4,507

12 公債費 4,299,828

 1 公債費 4,299,828

13 諸支出金 3,936

 1 災害援護資金貸付金 3,936

14 予備費 50,000

 1 予備費 50,000

38,111,857

38,121,169歳 出 合 計
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第 4 表

（単位 千円）

道 路 新 設 改 良 事 業 167,700

緊 急 自 然 災 害 防 止 事 業 42,600

街 路 事 業 28,500

171,500

公 共 事 業 等 4,300

観 光 基 盤 整 備 事 業 54,900

自 然 災 害 防 止 事 業 73,000

公 共 施 設 等 適 正 管 理 推 進 事 業

281,800

283,200

証書借入

又 は

証券発行

　 5.0％以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

政府資金については、その融資条件により、銀行その他の

場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財

政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上

償還若しくは低利に借換えすることができる。

小 学 校 跡 地 利 活 用 対 策 事 業 84,000

災 害 援 護 資 金 貸 付 3,500

一 般 廃 棄 物 処 理 事 業

地　 　方 　　債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償　還　の　方　法

－15－



－16－

（単位 千円）

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償　還　の　方　法

1,573,700

1,581,000

臨 時 財 政 対 策 債 1,120,000

公 園 建 設 事 業 142,800

過 年 単 独 災 害 復 旧 事 業 324,400

過 年 小 災 害 復 旧 事 業

証書借入

又 は

証券発行

　 5.0％以内

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる資金に

ついて、利率の

見直しを行った

後においては、

当該見直し後の

利率）

政府資金については、その融資条件により、銀行その他の

場合にはその債権者と協定するものによる。ただし、市財

政の都合により据置期間及び償還期限を短縮し、又は繰上

償還若しくは低利に借換えすることができる。

公 営 住 宅 建 設 事 業 89,700

緊 急 防 災 ・ 減 災 事 業 3,700

辺 地 対 策 事 業 19,000

過 疎 対 策 事 業

39,200

ス ク ー ル バ ス 購 入 事 業 7,300

体 育 施 設 整 備 事 業 212,400

過 年 補 助 災 害 復 旧 事 業 202,400
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